
645 

 

 

Ⅲ 設計 

 

 

設計業務の価格積算基準の制定について 

 

平成 5 年 3 月 25 日 5 構改Ｄ第 157 号  

構造改善局長から各地方農政局長あて  

 

一部改正 平成 10 年 3 月 24 日 10 構改Ｄ第 158 号 

〃   平成 13 年 3 月 29 日 12 農振 第 1969 号 

〃   平成 14 年 3 月 28 日 13 農振 第 3690 号 

〃   平成 16 年 3 月 29 日 15 農振 第 2808 号 

〃   平成 22 年 3 月 31 日 21 農振 第 2513 号 

〃   平成 23 年 3 月 31 日 22 農振 第 2173 号 

〃   平成 26 年 3 月 24 日 25 農振 第 2112 号 

〃   平成 27 年 3 月 30 日 26 農振 第 2008 号 

〃   平成 28 年 3 月 29 日 27 農振 第 2183 号 

 

 

このことについて、別紙のとおり設計業務の価格積算基準を定め、平成 5 年 4 月 1 日以降の契

約に係る業務から適用することとしたので、その運用に当たっては遺憾のないようにされたい。 

 

 

［編注］ 本趣旨は、農村振興局長から北海道開発局長、沖縄総合事務局長、森林総合研究所森林農地整備センター所長

あて参考送付されている。 

 

 

 

施設機械工事の設計業務（以下「施設機械設計業務」という。）の価格積算については、「設計業

務の価格積算基準」（平成 5 年 3 月 25 日付け 5 構改Ｄ第 157 号構造改善局長通知）を適用する。 
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別 紙 

 

設計業務の価格積算基準 

 

１ 適用範囲 

 

この基準は、土地改良法(昭和 24 年法律第 195 号)に基づく土地改良事業、海岸法(昭和 31 年法律第 101

号)に基づく海岸事業及び地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)に基づく地すべり対策事業のうち、農

林水産省所管の国営土地改良事業、直轄海岸保全事業及び直轄地すべり対策事業に係る設計業務及び積算

参考資料作成業務について適用する。 

 

２ 設計業務費の構成 

 

設計業務費の構成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設計業務費構成費目の内容 

 

３－１ 直接原価 

直接原価は、設計作業を実施するために直接必要な費用で、直接人件費及び直接経費で構成する。 

(1）直接人件費 

直接人件費は、設計作業の実施に必要な技術者に要する費用である。（設計打合せ、現地調査及び旅

行日に係る技術者を含む。） 

(2) 直接経費 

直接経費は、旅費交通費、電子成果品作成費、電子計算機使用料及び機械器具損料、特許使用料等で

構成する。 

1) 旅費交通費 

旅費交通費は、設計打合せ及び現地調査を実施するために必要な宿泊及び移動に要する費用で

ある。 

設計業務費 

設計業務価格 

消費税相当額 

業務原価 

一般管理費等 

旅費交通費 

電子成果品作成費 

直接人件費 

直接経費 

その他原価 

間接原価 

その他 

電子計算機使用料及び 

機械器具損料 

特許使用料等 

直接原価 
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2) 電子成果品作成費 

電子成果品作成費は、電子成果品の作成に要する費用である。 

3) 電子計算機使用料及び機械器具損料 

電子計算機使用料及び機械器具損料は、設計作業を実施するために必要な電子計算機使用料及

びその他の機械器具に要する費用である。 

4) 特許使用料等 

特許使用料等は、設計作業を実施するために必要な特許使用料等に要する費用である。 

 

３－２ その他原価 

その他原価は、間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）で構成する。 

なお、特殊な技術計算、図面作成等を専門業者に外注する場合に必要となる経費を含むものである。 

(1) 間接原価 

間接原価は、業務処理に必要な経費のうち直接原価以外の経費で、当該業務担当部署の事務職員の

人件費及び福利厚生費、水道光熱費等である。 

 

３－３ 一般管理費等 

一般管理費等は、業務処理に必要な経費のうち直接原価、間接原価以外の経費で、一般管理費及び付

加利益で構成する。 

(1) 一般管理費 

一般管理費は、当該設計業務を実施するコンサルタント等の本店及び支店のうち、当該業務担当部

署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、

通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険

料、雑費等を含むものである。 

(2) 付加利益 

付加利益は、当該設計業務を実施するコンサルタント等を継続的に運営するのに要する費用であっ

て、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証料その他

の営業外費用を含むものである。 

 

３－４ 消費税相当額  

消費税相当額は、設計業務価格に対する消費税相当額である。 
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４ 設計業務費の積算 

 

 建設コンサルタント等を対象とする場合    

設計業務費は、次の算定方式により算定する。 

設計業務費＝（設計業務価格）＋（消費税相当額） 

＝｛（直接人件費）＋(直接経費)＋(その他原価)＋(一般管理費等)｝×｛１＋(消費税率)｝ 

(1) 直接人件費  

当該設計業務に必要な技術者を積上げて算定する。  

なお、直接人件費の算定は、所要人員に基準日額を乗じて求めるものとする。 

1) 所要人員  

所要人員は、別に定める「設計業務標準歩掛」によるほか、適正と認められる実績又は資料により

算定する。 

2) 基準日額 

基準日額は、別に定める「調査設計業務等の技術者基準日額」によるほか、実状に即した賃金を採

用するものとする。 

(2) 直接経費 

直接経費は、３の３－１の(2)の 1)～4)の各項目の必要額については積上げて算定し、これら以外の

経費については、その他原価として計上する。 

なお、旅費交通費は、別に定める「設計業務等の価格積算基準等の留意事項について（第２ 調査・

測量・設計業務等旅費交通費積算要領について）」に準じて算定する。 

(3) その他原価  

その他原価は、次の式により算定して得た額の範囲内とする。 

その他原価＝(直接人件費)×α／(１－α) 

 

ただし、αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、３５％と

する。 

(4) 一般管理費等 

一般管理費等は、次の式により算定して得た額の範囲内とする。 

一般管理費等＝(業務原価)×β／(１－β) 

 

ただし、βは設計業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。 

(5) 消費税相当額 

消費税相当額は、設計業務価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。 

 

 



 




